
3．雇用管理改善等に関する取組の充実  
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介護萄働者雇用管理改善等の主要関連施策について  

（平成22年度予算 248億円）  

1介護人材確保定着等助成金（110．2億円）  

●介護基盤人材確保等助成金（18億円）（経過措置分を含む。）  
新サービスの提供に伴い、雇用管理改善に関連する業務を担う人材として、特定労働者（※）を雇い入れた  

場合に、特定労働者1人当たり6箇月で70万円まで助成。   

（※）保健医療サービス又は福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あり、かつ、社会福祉士、介護福祉士、  

介護職員基礎研修修了者、訪問介護員（1級）のいずれかの資格を有する者、又はサービス提供責任者としての実務経験が  

1年以上ある者   

●介護未経験者確保等助成金（92．2億円）  
介護関係業務の未経験者（新規学卒者を除く。）を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、6ケ月以上   

定着した場合に、未経験者1人あたり25万円、さらに6ケ月以上定着した場合に25万円、合わせて1年間で   
50万円まで助成。  

また、介護業務未経験者のうち、いわゆる年長フリーター等（25歳以上40歳未満）を雇い入れた場合は、   
通常の倍額を助成。  
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4．ハローワークにおける取組の充実  
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福祉人材確保重点プロジェクトの拡充  

平成21年度補正予算（9億円）  平成21年度予算（7．4億円）  

○ 拡充内容  ○ 支援内容  

福祉人材コーナーにおける求人・ン求職者支援等  

・他産業から離職した派遣労働者等の非正規労働者  

を対象とする、キャリアアップハローワーク、キャリアア  

ップコーナー、安定就職コーナーに、介護分野への関  
心を持つ者等に対して介護分野の職業情報の提供等  

を行うとともに必要に応じて、「福祉人材コーナー」へ  

の誘導を行う人員体制を強化する。   

・他産業からの離職者の参入等求鞍者数の増加に  
対応し、きめ細かな職業相談、職業紹介等を担当す  
る福祉人材確保連携推進員を増員する。  

福祉・介護サービス分野の経験者等による求人充足に向  

けての助言・指導  

求人者に対する雇用管理改善・人材確保に資するセミナー  

等の開催  

求准看に対する担当者制によるきめ細かな職業相談・職業  

紹介  

求職者に対する就業に関するセミナーや社会福祉施設等  

への見学会等の開催  

福祉分野の人材確保に係るネットワークの構築  

○ 実施体制  

福祉人材コーナー  
ミ運営する福祉人材  都道府県  

センター）等との連携   

○ 実施体制  
福祉人材コーナー  

（全国の主要なハローワーク内に設置）  

職業相談員（福祉人材担崇）（1～3人）  

福祉人材確保連携推進草（1～2人）  

（介護分野の就業経験者等ト  

キャリアアップハローワークー安定就職コーナー等  

職業相談員（福祉人材誘導）（1人）   



5．能力開発施策の充実  
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公共職業訓練（離職者訓練）の充実  平成22年  

約397億円（委託訓練分のみ）  

十ヨー・せ雛職春摘録痛撃型撃万人）  

厳しい雇用失業情勢が続く中、過去最大であった今年度と同規模の離職者訓練を確保するた  
め、民間教育訓練期間等への委託により、今後成長が見込まれる介護・福祉、医療、情報通信等  
の分野を中心に実施  

（平成22年度訓練計画数：約22万人（施設内訓練：約4．5万人、委託訓練17．5万人））  

ロ2安定雇用に向放資麹得のための長遡塾魔の実施（4760人）  

離職を余儀なくされた非正規労働者等、失業者の増加に対応するため、介護福祉士及び保育士  
の資格取得を目的とした長期間の職業訓練を、民間教育訓練機関等への委託により実施  

（平成22年度訓練計画数：4，760人（※平成21年度訓練計画数：3，760人））  

舵士  

平成21年度に引き続き、平成22年度においても介護福祉士の資格取得を目的とした訓練を実施する。   

・平成21年虔 3，7¢○人（21年、22年の2年訓練）  
・平成22年虔 3．7¢○人（22年、23年の2年訓練）  

2．尿育士闇勘軌  

平成22年度から、新たに保育士の資格取得を目的とした訓練を実施する。   

・平成22年虐1．000人（22年、23年の2年訓練）   



緊急人材育成・就職支援基金の概要  3．466億円  

○ 雇用保険の受給資格のない者（非正規離職者、長期失業者など）等に対する新たなセーフティネットとして、  
今後3年間、基金を造成し、ハローワークが中心となって、職業訓練、再就職、 生活への支援を総合的に実施。  

1 職業訓練、訓練期間中の生活保障  

の 職業訓練の拡充（35万人）  
・新規成長や雇用吸収の見込める分野（医療、介護・福祉等）における基本能力習得  
のための長期訓練  

・再就職に必須の汀スキル習得のための訓練  

② 訓練期間中の生活保障（30万人）  
・訓練を受講する主たる生計者に対して、訓練期間中の生活費を給付  

（単身者：月10万円、扶養家族を有する者：月12万円）  
・ 希望者には貸付を上乗せ  

（単身者：月5万円まで、扶養家族を有する者：月8万円まで）  
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2 中小企業等における雇用創出  

の 実習型雇用・雇入れの助成（7万人）  
・新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用  
により受け入れる中小企業等に対し助成  
（実習型雇用：1人月10万円、雇入れ：1人100万円）  

e）職場体験等を通じた雇入れの助成（2万人）  
・介護・ものづくり分野等において、職場体験、職場見学を通じて求職者を雇い入れる中小  
企業等に対し助成   （職場体験の受入：1人10万円、雇入れ：1人100万円）  
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3 長期失業者等の再就職支援  

①＋長期失業者に対する再就職支援（3万人）  
・長期失業者について、民間職業紹介事業者に委託して、再就職支援（カウンセリング・  
再就職先の開拓・セミナーの実施等）や就職後の定着支援を実施  

② 就職活動困難者に対する再就職及び住居・生活支援（1万人）  
・住居を喪失し就職活動が困難となっている者について、民間職業紹介事業者に委託して、  
再就職支援（カウンセリング・セミナーの実施等）と住居・生活支援（住居の提供、生活・就職活動費  
の支給）を併せて実施  

※1～3のほか、帰国を希望する日系人、研修・技能実習生への帰国支援を実施   ‾‾■■ 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ i21  



★ 緊急人材育成支援事業の概要  
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J．－  

若年者、非正規労働者等の新規成長■雇用吸収分野訓練（案）   

【職種別実践演習（選択）】  

＜訓練期間3～6月＞  

【基礎科目（共通）】   

＜訓練期間6月＞  

○ 希望職種等に係る実践演習の実施。  ○ 若年者等に配慮し、演習一実習を中心にした多様な  
カリキュラム編成とする。   
就職に必妻な基礎力の養成と主要な業界、業種に係る  

①座学と企菓実習等を組み合わせたデュアル形式  
②座学形式  

③事業主委託形式  等  
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を提供。   
実践的な演習に向けたレディネス付与と具体的な  

職種選択へ向けた動機付けを支援。   

＜一腰僻眉＞   

①基礎学力の向上（数学、力学、国学等）  

＜基慮窟ぎ＞   

② 自己理解、職業マインド、表現スキル、   

人間関係スキル（コミュニケーションカ）、   

思考スキルの向上   

③汀活用スキル向上（帳票作成、表計算等）   
④事務処理能力向上（総務・経理、一般事務等）   
⑤ものづくり基礎力向上（基礎課題作成等）  

医療分野（医師事績作業補助者）   
①座学（3か月）＋企業実習（1か月）  

介護分野（ヘルパー1・2級）  
① 座学（3か月）＋企業実習（1か月）  

② 座学実習（6か月）  

lT分野（情報処理技術者）  
（D 座学（4か月）＋企業実習（2か月）  
② 座学（6か月） ③ 事業主委託（3か月）  

よ業分野 ② 座学実技（6か月）  

観光分野  等  ＜鼻声御  潮＞   
⑥ガイダンス   

⑦職場見学、職場体験 等  

t  
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：ものづくり分野（電気設備）※  
実習（2か月）  

」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

※ ものづくり分野は、機構又は都道府県で実施  

訓練分野〔業界・職種〕ごとのキャリアマップ、 能力評価基準等を活用したキャリア・コンサルティンゲの実   登録キャリア・コンサルタントによるキャリア・コンサルティンゲの実施  

及びゾ］ブ・カードの交付  




